
前回（第２回審議会）の質疑応答について 

 

（１）過去の答申内容と取組状況及び評価に関すること 
Q１ 市民参加による指導員制度の活用が町内会からの反対があったために実施できてい

ないとのことですが、具体的にどのような反対意見があったのでしょうか？ 
A１ 指導員の担い手や、協力が難しいという町内会が多数でした。 

 
Q２ なぜ普通ごみの袋はピンク色になったのでしょうか？ 
A２ 将来的に燃えるごみになることから、燃える赤系の色のイメージでピンク色になり

ました。 

 
Q３ 取組内容の中に教育に関することがあまり記載されていませんが、どのような取組

を行っているか教えてください。 
A３ 教育委員会からの照会に答える形でごみを含めた環境に関する内容が副読本等に反

映され、授業で扱われています。また、ポスターや標語を募集しイベントで表彰する

ことや、エコクッキング等の出前講座、ごみ処理施設の見学会を行っています。 

 
Q４ 多くの自治体ではごみを焼却処理しているため、北広島市がごみを燃やしていない

ことを知らない市民は少なくありません。過去の審議会で埋立ごみと名前を変更すべ
きとの意見が出されましたが、実現されていない状況です。燃やしていない現状を市
民に知らせる取組をなにか行っていますか？ 

A４ 答申を受けて、普通ごみのごみ袋の結ぶところに、「このごみは埋め立てられます。

限りある埋立地を長く使うため協力をお願いします。」と印刷するようにしました。 

 
（２）家庭ごみの減量化に向けた具体的方策に関すること 
Q１ 資料の円グラフの中に普通ごみ重量 6,000ｔとありますが、前回、6000ｔの計画に

対して毎年 9,000ｔ程度が排出されているという話の 9,000ｔは何の数字だったのでし
ょうか？ 

A１ 普通ごみの他に、破砕しないごみや、粗大ごみ、ごみ処理施設への直接搬入ごみが

埋め立られており、その合計が 9,000ｔになります。 

 
Q２ ミックスペーパーの拠点回収は、焼却処理が始まっても継続されますか？ 
A２ 継続して拠点回収を行う予定です。 
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Q３ 可燃ごみ、不燃ごみの分け方はどのようになる予定ですか？ 
A３ 基本的には普通ごみが可燃ごみ、破砕しないごみが不燃ごみになりますが、普通ご

みに入っていた小型家電等の金属を含むものは不燃ごみに、破砕しないごみに入って

いた布類や皮製品は燃えるごみに変更される予定です。細かい部分はまだ決まってい

ません。 

 
（３）市として行うことを検討している施策に関すること 
Q１ 多量の生ごみが混入した普通ごみを不適正ごみとしてごみステーションに残すこと

を冬季に行うとのことでしたが、夏はやらないのですか？ 
A１ においの発生しづらい冬季から開始し、状況を見て夏季に行う検討をする予定で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2



前回（第２回審議会）に出された意見 

 

（１）ごみ収集に関すること 
・収集日が同じ日にあることから、少量であれば生ごみや資源ごみを普通ごみに入れてし

まう。資源ごみや生ごみの収集日と普通ごみ（可燃ごみ）の収集日を別の曜日にするべ
き。 

・排出したごみに責任を持ってもらうために、ごみ袋に記名するべき。 
 
（２）ごみ袋に関すること 
・中身が見えないから、分別せずに捨てることに抵抗がなくなる。もっと透明度の高いご

み袋にするべき。 
 
（３）教育に関すること 
・ごみ分別をしてくれる人材を増やすためには子どもの教育が重要である。小学生への教

育を継続実施するとともに、中・高・大学生への教育（ごみだけではなく SDGｓ等の環
境教育）にも力をいれていくべき。 

・学校では大量の紙が使用されているので、プリントの配布をやめ、タブレットを用いて
使用する紙を減らすべき。 

 
（４）周知・啓発に関すること 
・ごみ分別の方法を写真を使ってわかりやすくし、ホームページに掲載するべき。 
・今回改定する計画の概要版のパンフレットやチラシを作成するべき。 
・市長からメッセージを発信し、ごみに関する内容を周知するべき。 
・市のホームページからごみの捨て方を調べた場合、その内容にたどり着くまでに時間が

かかる。アプリのようにパッと直感的に検索できるようにするべき。 
・若い人やスマートフォンを使用している人に向けてアプリを作成するべき。また、アプ

リで調べてもらえばもらうほど市内に木を植えるなど、フィードバックの仕組みを構築
するべき。 

・ごみに関心がある人は少ないが体や健康に関心のある人は多いと思う。ごみのことだけ
を周知するのではなく、その他の話題も織り交ぜながら自分事として認識してもらえる
ように周知をするべき。 

・住民票を前に住んでいた自治体から北広島市に移していない学生が少なくないことが予
想されるため、大家さんや管理会社等に分別の指導をする協力を求めるべき。 
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（５）説明会・出前講座に関すること 
・分別区分の変更に関する説明会を行う際には、ただ言葉で説明するのではなく、視覚的

にわかるよう工夫するべき。 
・市職員に余裕があるわけではないので、町内会や NPO 等の市民団体が主体となって出

前講座を開けるような協力体制を構築するべき。 
・お年寄りのためのスマホ講座と合わせてアプリを周知する、エンディングノートの書き

方講座と合わせて一時多量ごみの分別指導をするなど、ごみのことと他のことをセット
にして間口を広げるべき。 

 
（６）最終処分場に関すること 
・毎年最終処分場を見学しにいっているが、埋まるスピードの速さに驚いている。危機感

を共有するために、定点観測の写真や LIVE 動画配信で最終処分場の状況をホームペー
ジで見られるようにするべき。 

 
（７）生ごみの分別促進に関すること 
・生ごみがガスや堆肥として再利用されていることを知らない人は多いので、子どもも大

人も楽しく学ぶため、市職員が生ごみからできた堆肥を使って実際に野菜を育てる動画
などを撮影し、YouTube などの動画配信サービスを用いて配信するべき。 

 
（８）ミックスペーパー分別促進に関すること 
・お年寄り等ミックスペーパーを拠点まで運ぶことが困難な方のために、ミックスペーパ

ーを町内の集会所等に集め、そこから回収を行えるようにするべき。 
 
（９）直接搬入の受け入れ基準明確化に関すること 
・北広島に住む親の家の整理で道外からきた方などが完ぺきに分別することは難しい。基
本的に 100％分別するべきであることはわかっているが、例外措置のようなものを設定す
るべき。 
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が
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に
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。

 
 〇

事
業

系
ご

み
減

量
に

関
す

る
取

組
の

評
価

 
…

 
手

数
料

の
改

定
や

多
量

排
出

事
業

者
に

対
す

る
分

別
指

導
を

行
い

、分
別

を
促

し
て

い
る

が
、排

出
量

は
増

加
傾

向
で

あ
り

、ボ
ー

ル
パ

ー
ク

の
影

響
で

今
後

さ
ら

に
増

加
す

る
見

込
み

で
あ

る
こ

と
か

ら
、減

量
の

た
め

の
対

策
を

講
じ

る
必

要
が

あ
る

。
処

理
手

数
料

の
改

定
を

平
成

29
年

度
に

行
っ

た
が

、
石

狩
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と
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く
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に
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が
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収
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。
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事業系ごみの排出量
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事業系ごみに関する現状と課題 
 

１ 事業系ごみの排出量と組成分析結果 
事業系ごみの処理量は、5,000～5,500ｔの間で推移しています。生ごみ処理量は H27 の

54ｔから H31 の 388ｔと 7 倍程度増えていますが、組成分析の結果普通ごみの中の約
25％（1,300ｔ程度）が生ごみとなっており、分別協力度は 23％と低い状況にあります。
さらに生ごみの他にも分別することで資源となるミックスペーパーが約 20％（1,000ｔ程
度）、その他資源ごみが約 15％（650ｔ程度）含まれていることから、分別促進に向けた施
策を行う必要があります。また、本来クリーンセンターで受け入れることのできない産業
廃棄物対象品目が約 20％（900ｔ程度）含まれていることから、不適物混入に向けた施策
を行う必要があります。 
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組成分析結果（H27～H31 平均） 

7



２ 事業系ごみの処理手数料 
 本市の一般廃棄物処理手数料は 118 円/10 ㎏で、石狩の近隣自治体平均より低くなって
います。手数料の値上げによる減量効果も見込まれることから、手数料の値上について検
討する必要があります。また、事業系一般廃棄物の手数料改定を行う場合に、生ごみの処
理手数料をどのようにするのかについても検討する必要があります。 
 

近隣自治体の廃棄物処理手数料       （単位：円） 

 
 
 
３ ボールパークの開業による事業系ごみの増加 
 令和５年度に開業予定のボールパークの影響により、事業系ごみが大きく増加すること
が見込まれます。また、ボールパークの開業に合わせてその他の事業所が市内で開業する
ことも見込まれるため、令和５年度までに、事業者に対する分別指導や周知を行い、分別
することが当たり前となるようなシステムを構築する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄物の種類 札幌市 恵庭市 千歳市 石狩市 江別市 平均 北広島市

事業系一般廃棄物 200 231 180 120 200 186118

事業系生ごみ - 93 - - - 93 86

産業廃棄物 201 400 260 - - 287237
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平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

事業系ごみ排出量の目標

普通ごみ 生ごみ

新しい計画に掲載予定の目標値 
 
 〇令和５年度目標 
 ①1 人 1 日あたり家庭系ごみ排出量を 560ｇ/人・日以下に減量する。 
 ②1 人 1 日あたり家庭系資源にならないごみ排出量を平成 31 年度実績から 

35ｇ以上減量する。 
 ③事業系ごみ収集量を平成 31 年度比の 105％以下に抑える。 
 ④生ごみ分別収集量を平成 31 年度比の 150％以上に増加させる。 
 ⑤最終処分量（埋立量）を平成 31 年度比の 90％以下に減量させる。 
 （参考資料の濃い青色の部分） 
 

本日の審議会では、令和 5 年度目標の③、④、⑤を達成するため「事業系ごみの減量化
に向けた具体的な減量施策について」議論いただきます。 

現在のごみ処理状況が続けば、分別が不十分なごみがボールパークや新たにできる事業
所から多量に排出されかねない状況であることから、令和５年までに事業系ごみを減量さ
せるシステムを構築し、ボールパーク等の影響を最小限にすることが大切です。 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,499 
5,222 4,859 4,810 

5,614 

（ｔ） 
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市として行うことを検討している事業系ごみの減量施策について 
 

①事業所への訪問指導 
 現在も生ごみやミックスペーパーの分別促進のため、事業所を訪問し指導を行っている
が、訪問事業所の選定は、収集運搬業者への聞き取りから改善の可能性のありそうな事業
所をピックアップする方法をとっており、あいまいな選定基準となっている。 

以上のことから廃棄物を多量に排出する事業所や延べ床面積 3,000 ㎡以上の大規模事業
所を対象とし、毎年どの程度のごみが発生し、どのように処理したかの報告を義務付け、
その報告書の内容から分別等により適正化を図ることが可能な事業所を訪問し、事業所内
の分別区分や処理方法について指導を行うことを検討する。 
 
②事業系ごみの受け入れ基準の厳格化及び展開検査の実施 
 クリーンセンターでは、事業系ごみの搬入があった場合、収集運搬許可業者はチェック
なし、許可業者以外の搬入は廃棄内容の聞き取りを行った後に直接埋立地に向かい廃棄を
する流れになっている。中身を展開して確認されるようなことがないため、生ごみや資源
ごみ、産業廃棄物等の不適物が多く搬入されていることが組成分析の結果から伺える。 
 以上のことから、受け入れ基準を明確化し、不適物の混入を防ぐことに加え、定期的に
展開検査を実施し、生ごみや産業廃棄物対象品目の不適物が確認された場合は受け入れを
拒否し持ち帰らせるとともに、古紙類等の資源化が可能なものについては、古紙回収業者
等の資源化業者を紹介することで、事業系ごみの減量化を図ることを検討する。 
 
③事業系一般廃棄物処理手数料の改定 
 現在北広島市では事業系一般廃棄物処理手数料を 118 円/10 ㎏、事業系生ごみ処理手数
料を 86 円/10 ㎏としている。事業系一般廃棄物処理手数料は事業系一般廃棄物に関する費
用の 1/2 の額として算出されている。平成 29 年度に手数料が改定され、値上げをしてい
るが、処理に係る費用が増加傾向にあることから、改定を検討する。 
 また、石狩管内の他自治体と手数料を比較すると北広島市は安価であることから、他自
治体の業者が搬入していることが疑われるケースもあるため、近隣自治体との均衡をとる
ことのできるような手数料へ改定することを検討する。 
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